
 
 

 

 

 

広島県立産業技術交流センターの指定管理者の募集について 

 

１ 要旨 

  広島県立産業技術交流センターについて，令和４年度から５年間の指定管理者を募集する。 

 

２ 施設の概要 

所 在 地 広島市中区千田町３－７－47 

設 置 目 的 

次の利用に供することにより，県内産業の振興を図る。 

・商工業者及び産業関係諸団体等の講習会，研修会，展示会等  

・産学官等の交流，中小企業の各種指導・支援等を行う公共的団体の事務室 

設 置 時 期 昭和 63年 10月 

規 模 

敷地面積：10，015.78㎡ 

延床面積：23，674.02㎡ 

施設構造：鉄骨鉄筋コンクリート造 地下２階地上６階（一部２階）建て 

※建物は，広島県立図書館，広島県立文書館との複合施設 

主 要 施 設 研修室，会議室，視聴覚研修室，多目的ホール，事務室，駐車場等 

年間利用状況 

（ 利 用 件 数 ） 

研修室，会議室，視聴覚研修室，多目的ホールの利用件数 
平成30年度 1,247件 
令和元年度 1,254件 
令和２年度 1,048件 

 

３ 指定管理者の募集 

指 定 期 間 令和４年４月１日から令和９年３月 31日まで（５年間） 

業 務 内 容 

設置目的に沿った利用者サービスの向上・確保，利用促進等に関する業務 
施設等の利用の許可 
施設等の利用に係る料金の収受 
施設等の維持及び修繕等 

管理運営費 
利用料金収入を財源に管理運営を行うが，不足する経費（上限額の範囲内）に

ついては，県から委託料を支出 

募集要項 

配付期間 
令和３年７月 19日（月）から令和３年９月 21日（火）まで 

申請受付期間 令和３年７月 19日（月）から令和３年９月 21日（火）まで 

選 定 方 法 
広島県指定管理者選定委員会産業振興部会において申請内容を総合的に審査

し，指定管理者の候補者を選定 

指定及び 

協定の締結 

広島県議会の令和３年 12月議会の議決を経て指定 

指定管理者として指定された法人等と，令和４年１月以降に協定を締結 
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